
 

○岡山市下水道排水設備指定工事店に係る処分に関する事務処理要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は，岡山市下水道条例（昭和６２年市条例第４７号。以下「条例」とい

う。）第５条の９の規定により行う指定工事店に対する処分について，その取扱いその

他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この告示において「不良行為」とは，別表第１不良行為の種類の欄に掲げる行為

をいう。 

（不良行為があった場合の点数の計算） 

第３条 市長は，指定工事店に不良行為があったと認めるときは，当該不良行為の種類ご

とに，別表第１不良行為の種類の欄に掲げる区分に応じ，同表点数の欄に定める点数（以

下「不良行為点数」という。）を当該不良行為を行った指定工事店に付するものとする。 

２ 複数の不良行為が同一の指定工事店につき同一時期に発生し，かつ，当該不良行為が

同一の下水道排水設備工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）に係るものであ

る場合，当該複数の不良行為に対し前項の規定により本来付されることとなる点数の累

計が１００点を超えるときは，当該指定工事店に対し，１００点を付するものとする。

この場合において，当該複数の不良行為中，前項の規定により本来付されることとなる

点数が２００点以上の重大な不良行為があるときは，当該不良行為点数は，当該複数の

不良行為のうち最も大きな不良行為点数を付するものとする。ただし，当該不良行為が

当該指定工事店の故意又は重大な過失による場合は，この限りでない。 

３ 第６条に規定する指定の一時停止処分を受けた指定工事店が，一時停止期間の満了す

る日の翌日から起算して２年を経過しない間に，さらに不良行為を行ったときは，当該

不良行為に対し，第３条第１項の規定により本来付されることとなる不良行為点数に１

００点を加算するものとする。 

４ 同一の指定工事店が，岡山市下水道排水設備指定工事店規則（平成１４年市規則第７

５号。以下「規則」という。）第１２条第６号に規定する市長への確認申請の提出件数

が，同一年度内に累計５０件を超え公共下水道の接続促進に貢献したと認めるときは，



 

当該指定工事店に付した不良行為点数から当該年度の最終日に５０件ごとに５０点を減

ずるものとする。 

５ 第５条に規定する措置を講じられた指定工事店に当該措置を講じられた日の翌日から

起算して２年間不良行為がなかったときは，不良行為点数から当該措置に係る点数を減

ずるものとする。 

６ 第６条に規定する指定の一時停止処分を受けた指定工事店に当該一時停止の期間の満

了する日の翌日から起算して２年間不良行為がなかったときは，不良行為点数から当該

処分に係る点数を減ずるものとする。 

７ 前各項の規定により付した点数は，次に掲げる場合には抹消するものとする。 

（１） 指定工事店の指定の有効期間が満了したとき。 

（２） 指定工事店の指定を取り消したとき。 

（不良行為の通知） 

第４条 市長は，指定工事店に不良行為の疑いがあると認めるときは，当該指定工事店に

対し，岡山市下水道排水設備指定工事店不良行為届出書（様式第２号。以下「届出書」

という。）を提出するよう指導するものとする。 

２ 市長は，指定工事店に不良行為があったと認めるときは，その内容及び前条の規定に

より付した不良行為点数その他必要な事項を岡山市下水道排水設備指定工事店不良行為

認定通知書（様式第３号。以下「通知書」という。）により当該指定工事店に通知する

ものとする。 

３ 前項の通知を受けた指定工事店は，不良行為の有無又はその内容に係る市の認定につ

いて重大な誤認があることを理由とする場合に限り，通知があったことを知った日の翌

日から起算して６０日以内に，市長に対し，不服の申出をすることができる。 

４ 市長は，前項の規定による不服の申出に理由があると認めるときは，不良行為の認定

を取り消し，又はその内容を訂正するとともに，当該不良行為に係る不良行為点数を取

り消し，又は変更するものとする。 

（不良行為の発生を防止するための措置） 

第５条 市長は，不良行為点数が別表第２点数欄に掲げる点数に達した指定工事店がある

ときは，不良行為の新たな発生を防止するため，同表出席者欄に定める者に対し同表事



 

前措置内容欄に掲げる措置を講ずるとともに，岡山市下水道排水設指定工事店不良行為

警告書（様式第４号）により当該指定工事店に通知するものとする。 

（処分の決定） 

第６条 市長は，指定工事店の不良行為点数が別表第３点数又は事由欄に掲げる点数に達

したとき，又は指定工事店が同欄に掲げる事由に該当したときは，岡山市行政手続条例

（平成９年市条例第５８号）第１２条の規定による意見陳述のための手続を執った後，

同表処分の内容欄に掲げる指定の一時停止又は取消しを行うものとする。 

２ 市長は，指定の一時停止又は取消しの決定をしたときは，岡山市下水道排水設備指定

工事店指定取消し（一時停止）決定通知書（様式第５号）により当該指定工事店に通知

するものとする。 

３ 市長は，指定の一時停止又は取消しの決定をした指定工事店へ排水設備工事を注文し

た者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは，市長が指定する排水設備工

事に限り，当該処分に係る指定工事店が施工できるものとする。 

（指定の更新と一時停止処分の関係） 

第７条 指定工事店の指定の残余期間が前条の規定により本来行われるべき指定の一時停

止の期間（以下「本来の停止期間」という。）より短いときは，当該残余期間について

指定の一時停止を行うものとする。 

２ 前項の場合において，指定の一時停止を受けた指定工事店が，本来の停止期間中に新

たな指定又は指定の更新を受けることとなるときは，市長は，当該指定について，本来

の停止期間経過後に指定の効力が発生する旨の条件を付するものとする。 

（処分の公示及び報告等） 

第８条 指定の一時停止又は取消しの処分を行った場合は，排水設備を設置する義務者に

対し，契約した指定工事店が当該処分を受けた旨を通知し，規則の定めるところにより

公示を行うとともに，岡山県下水道協会の会長に通知するものとする。 

附 則 

１ この告示は，平成１７年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日前に岡山市下水道排水設備指定工事店に係る処分に関する事務処

理要綱（平成１４年１０月１日施行）の規定に基づきなされた手続その他の行為は，こ



 

の告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成１８年市告示第７４８号） 

この告示は，平成１８年６月２８日から施行する。 

附 則（平成１９年市告示第１１２５号） 

１ この告示は，平成１９年１１月１日から施行する。 

２ この告示の施行日前になされた不良行為については，平成２０年８月３１日までに自

ら申告し，かつ，遡及して支払わなければならない使用料が発生した場合であって，条

例第２条第６号の義務者に対し，経過を説明し当該使用料が納付期限内に納付されたと

きは，不良行為点数は付さない。ただし，届出書の提出及び通知書による通知は行うも

のとする。 

附 則（平成２３年市訓令甲第７１号） 

この訓令は，平成２３年７月１日から施行する。 

附 則（平成２４年市告示第７８号） 

この要綱は，平成２５年３月１日から廃止する。 

附 則（平成２４年岡下営７７０号） 

この要綱は，平成２５年３月１日から施行する。 

附 則（平成２６年岡下営７６１号） 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則（平成２７年岡下営５８４号） 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年岡下営３４号） 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年岡下営１３１号） 

この要綱は，令和元年５月１日から施行する。 

附 則（令和２年岡下営５９１号） 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第２条関係） 

不良行為点数表 

不良行為の種類 点数 条例第５条の９該当号 

条例第３条第２号の規定に違反したとき（下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第１０条ただし書に該当する

ものを除く。）。 

２０ 第５号 

規則第１２条の規定に違反したとき（第５号，第６号，

第１１号及び第１２号を除く。）。 

２０ 第３号 

規則第１２条第５号の規定に違反したとき。 １００ 第３号 

規則第１２条第６号の規定に違反したとき（「下水道排水設

備工事事前協議依頼書（様式第１号）」を着工前に提出し（以

下「事前協議」という。），条例第４条の「排水設備等計画

確認」を取付桝への接続工事前に受けている（以下「接続前

の確認」という。）場合を除く。）。 

４００ 第３号 

規則第１２条第６号の規定に違反し，発覚が完工後２月を超

えた場合（「事前協議」及び「接続前の確認」がある場合を

除く。）において届出書を提出し，遡及された使用料も適正

に義務者が納付したとき。 

２００ 第３号 

規則第１２条第６号の規定に違反し，発覚が完工後２月以内

の場合（「事前協議」及び「接続前の確認」がある場合を除

く。）において届出書を提出したとき。 

１００ 第３号 

完工届を工事完了後２月以内に提出せず，規則第１２条第１

２号の規定に違反したとき（届出書を提出し，遡及された使

用料も適正に義務者が納付したときは１００点を減ずる。）。 

１００ 第３号 



 

岡山市下水道条例施行規則（昭和６３年市規則第１６

号）第６条第３項の規定している改善を１月以内にし

なかったとき（指定工事店の責に帰すべき事由による

場合に限る。）。 

１００ 第７号 

その他市長が相当と認めたとき。 １００ 第７号 

 

 

別表第２（第５条関係） 

事前措置表 

点数 事前措置の内容 出席者 

１００ 厳重注意［課長］，顛末書の提出 責任技術者 

２００ 厳重注意［部長］，顛末書及び改善書の提出 代表者及び責任技術者 

３００ 厳重注意［局長］，顛末書及び改善書の提出 代表者及び責任技術者 

別表第３（第６条関係） 

処分基準表（不良行為に係るもの） 

点数又は事由 処分の内容 条例第５条の９該当号 

４００ 指定の一時停止（３０日）   

５００ 指定の一時停止（９０日）   

６００ 指定の一時停止（１８０日）   

７００ 指定の取消し   

条例第５条の３に規定する要件を

欠くとき。 

指定の取消し 第１号 

一時停止期間中に規則第１２条第

６号に違反したとき。 

指定の取消し 第７号 

 


